
東急不動産ホールディングスグループ サステナブル調達方針 

 

１．サステナブル調達方針 

東急不動産ホールディングスグループ（以下、当社グループ）は、「事業活動を通じて社会課題を解決し、ス

テークホルダーとともに、サステナブルな社会と成長を実現します。」というサステナビリティビジョンのも

と、ESG（環境・社会・ガバナンス）を重要な経営課題と位置づけ、ESG 経営を推進しています。 

 

近年、社会課題や環境問題の深刻化に伴い、企業の意思決定や事業活動は経済合理性のみならず持続可能性

にも配慮した上で行われることが社会やステークホルダーから強く求められています。 

当社グループは、社会的責任と公共的使命を十分踏まえ、健全な業務運営を通じて経済・社会の発展に寄与

するとともに、コンプライアンスの徹底を図り、常にステークホルダーから信頼されるグループを目指してお

ります。今般、事業活動を行う上で自らの社会的責任を認識し、その責任を果たすべく、サステナビリティビ

ジョンの実現に向けて「サステナブル調達方針」（以下、本方針）を策定いたしました。 

 

自らが本方針による調達活動を推進することで、ESG 経営の強化及びサステナブルな社会と成長の実現に

貢献いたします。そのためには、パートナーである取引先様をはじめとするサプライチェーン全体での取り組

みが必要かつ重要であると認識しております。取引先様におかれましても、本方針の趣旨と内容をご理解いた

だき、当社とともにサステナブル調達活動を実践いただきたく、本方針を適用してまいります。 

   

  【サステナブル調達方針項目】 

1)各種法令等の遵守 1)-1 各種法令等の遵守の徹底 

2)人権の尊重 2)-1 国際的な人権及び労働基準の遵守・尊重 

2)-2 差別の禁止 

2)-3 ハラスメントの禁止 

2)-4 地域住民等の尊重 

2)-5 権利の尊重 

3)健全・安全・快適な職場環境の確保 

 

3)-1 結社の自由、団体交渉権 

3)-2 強制労働の禁止 

3)-3 児童労働の禁止 

3)-4 最低賃金以上の賃金支払い 

3)-5 長時間労働の禁止 

3)-6 職場の安全・衛生の対策 

3)-7 緊急時への備え 

3)-8 労働災害および疾病の防止 

3)-9 産業衛生対策 

3)-10 身体に負荷のかかる作業への対策 

3)-11 衛生設備、食事及び住居の適切な環境の確保 

3)-12 外国人・移住労働者の権利保護 



4)公正な取引の徹底 

 

4)-1 腐敗の防止 

4)-2 反社会的勢力との関係遮断 

4)-3 公正な取引慣行 

4)-4 利益相反行為への適切な対応 

4)-5 責任ある政治的関与 

4)-6  知的財産権の保護 

4)-7 開示情報と守秘情報の把握 

4)-8 通報・相談制度の整備と報復行為の禁止 

5)環境への配慮 

 

5)-1 気候変動への対応 

5)-2 生物多様性の保全 

5)-3 汚染防止 

5)-4 資源の有効利用 

5)-5 適切な水利用 

5)-6 適切な森林資源利用 

6)サービス・品質の向上 

 

6)-1 安全性の確保 

6)-2 品質管理、品質保証体制の構築 

6)-3 商品・サービスに係る必要な情報の開示 

7)適切な情報の管理 7)-1 適切な情報の管理 

8)BCP の構築 8)-1 BCP の構築 

9)地域社会への貢献 9)-1 地域社会への貢献 

10)サステナブル調達方針実践への協力 

 

10)-1 サプライヤーへの展開 

10)-2 モニタリングへの協力 

 

２．サステナブル調達方針の適用範囲 

   本方針は、当社グループ各社の事業において調達される全ての商品・サービス・原材料に関わる直接または

間接的な取引先様を含む、サプライチェーン全体に適用されます。 

 

以上 

 

2020 年 1 月 6 日制定 

 

 


